
広報こしがや　令和3年（2021年）8月号 9事 業 者 イベント 講座・教室 各種相談 健　　康 子 育 て

掲載した市役所各課の電話番号は直通番号です
市外局番は（048）です

かぜのような症状がある場合は来所をお控えください
来所時はマスクの着用および手洗い・消毒をお願いします

女性のためのビジネスマナー講座～就活での面接マナーと仕
事でのビジネスマナーを身に付け、就職を成功させよう！～

ピラティス～快適な明日のために
動いてカラダメンテナンスしよう～

認知症サポーター養成講座

手話奉仕員養成講習会基礎編

生涯スポーツ講座
介護保険サービス事業者(施設
整備)の公募

応急手当講習会

危険物取扱者保安講習

就職支援セミナー(金曜講座)

9月3日㈮

9月17日㈮

日程

10:00

～

12:00

時間

魅力ある応募書類の書き方

何やりたい！？　自分に合った
仕事とは

内容

北
体育館

西
体育館

会場

バドミントン

ビーチボール

種目
9月6日㈪、
10:00～11:30

9月3日㈮、
10:00～11:30

日時

■日程・時間・内容：下表のとおり

■会場：産業雇用支援センター二番館2階
■対象：市内在住で就職活動中の65歳未満の方
各回15人
■受講料：無料
■申込み：8月10日㈫から電話で下記へ
∫経済振興課☎967-4680

■日時：9月8日㈬、10:00～12:00
■会場：産業雇用支援センター二番館2階
■内容：第一印象の重要性について、ビジネス
マナーの基本を習得
■対象：市内在住で就職活動中の女性15人
■受講料：無料
■申込み：8月10日㈫から電話で下記へ
∫経済振興課☎967-4680

　市では、令和3年度～5年度を計画期間とする
｢第8期越谷市高齢者保健福祉計画・介護保険事
業計画｣に基づき、介護保険サービスの施設整
備を行います。公募内容・公募要項など、詳し
くは市ホームページをご覧ください。
∫介護保険課☎963-9305

特に記載のない場合、■会場：消防本庁舎4階
講堂、■内容：心肺蘇生法・AEDなど、■対
象：市内在住・在勤・在学で中学生以上の方15
人、■受講料：無料、■申込み：電話で消防局
消防署へ
〇救急入門コース
■日時：9月12日㈰、9:00～9:45・10:30～11:15
■対象：市内在住・在勤・在学で小学4年生以
上の方各回15人(小学生は保護者同伴)
■申込み：8月15日㈰～31日㈫、9:00～17:00
〇普通救命講習Ⅰ
■日時：9月5日㈰・18日㈯、9:00～12:00
■申込み：▷9月5日㈰…8月15日㈰～31日㈫、
9:00～17:00　▷9月18日㈯…8月25日㈬～9月10
日㈮、9:00～17:00
〇上級救命講習
■日時：8月28日㈯、9:00～17:00
■申込み：8月1日㈰～15日㈰、9:00～17:00
∫消防局消防署☎974-0136

■日時：①9月28日㈫　②10月20日㈬　③11月
18日㈭、13:00～16:10(受け付けは12:30～13:00)
■会場：①春日部市民文化会館(春日部市粕壁

東2-8-61)　②三郷市文化会館(三郷市早稲田
5-4-1)　③さいたま市文化センター(さいたま市
南区根岸1-7-1)
■対象：①ガソリンスタンド(自家用給油取扱
所を含む)に勤務している方　②・③ガソリン
スタンド以外の危険物施設に勤務している方
■受講料：4,700円(県収入証紙)
■申込み：8月16日㈪～27日㈮に受講料および
危険物取扱者免状(表裏の写しでも可)を直接下
記へ(土曜・日曜日を除く)
＊開催状況は、(公社)埼玉県危険物安全協会連
合会ホームページでご確認ください
∫消防局予防課(消防本庁舎3階)☎974-0103

■日時：9月4日㈯・11日㈯・18日㈯・25日㈯、
10:00～11:30(全4回)
■会場：桜井地区センター
■内容：ピラティスを行い、無理なく楽しく
シェイプアップ
■対象：市内在住の勤労者または市内在勤の方
30人
■受講料：無料
■持ち物：運動のできる服装、タオル、水分補
給用の飲み物、ヨガマット
■申込み：8月2日㈪～9日㉁に右記
の二次元コードから電子申請で申
し込み(抽選)。定員に達していな
い場合は8月13日㈮～20日㈮に電話で下記へ
∫スポーツ振興課☎963-9284

■会場・日時：①蒲生地区センター…8月28日
㈯、10:00～11:30　②桜井地区センター…9月21
日㈫、14:00～15:30　③増林地区センター…9月
28日㈫、13:30～15:00
■内容：認知症について、認知症の方の気持
ち、認知症の相談窓口など
■対象：市内在住・在勤の方。①・③各40人　
②25人
■受講料：無料

■持ち物：筆記用具
■申込み：①直接または電話で地域包括支援セ
ンター蒲生☎985-4700へ(9:00～18:00。日曜日
を除く)　②8月16日㈪から電話で地域包括支援
センター桜井☎970-2015へ(8:30～17:30。日曜
日、祝日を除く)　③9月1日㈬から直接または
電話で地域包括支援センター増林☎963-3331へ
(9:00～18:00。日曜日を除く)
∫地域包括ケア課☎963-9163

■日時：8月31日～令和4年3月8日の火曜日、
10:00～12:00(全23回)
■会場：障害者福祉センターこばと館
■内容：日常会話で使用する手話や聴覚障がい
に関すること
■対象：原則、市内在住・在勤で次の①･②の
いずれかに該当し、基礎編を受講していない18
歳以上の方30人。①手話奉仕員養成講習会入門
編を2年以内に修了した　②①と同等の技術・
知識がある。定員を超えた場合は書類選考あり
■受講料：無料(テキスト代は負担)
■申込み：8月20日㈮まで(消印有効)に往復は
がきに講座名・住所・氏名・年齢・連絡先・志
望動機(50字以内)を記入し郵送で下記へ
∫障害者福祉センターこばと館(〠343-0813
越ヶ谷4-1-1)☎966-6633

■種目・日時・会場：下表のとおり

■対象：市内在住または在勤で16歳以上の方
(学生は除く)
■受講料：無料
■持ち物：タオル、室内用運動靴
■申込み：当日会場へ
∫スポーツ振興課☎963-9284

　国の文化審議会は、7月16日に開催の同審議
会文化財分科会の審議・議決を経て、市保存民
家｢大間野町旧中村家住宅｣の主屋・納屋・土
蔵・石蔵・御嶽社・長屋門の6件を登録有形文
化財(建造物)に登録するよう、文部科学大臣に
答申しました。この結果、官報告示を経て、国
登録有形文化財(建造物)となる予定です。
　大間野町旧中村家住宅は、江戸時代に旧大間
野村(現在の大間野町周辺)の名主を務めた中村
家の旧宅で、平成9年に市が寄贈を受け、保
存・公開しています。長屋門が明治19年、主屋
が大正3年、石蔵が昭和前期など、明治から昭
和にかけて建設された6棟を保存しており、旧
名主層の屋敷構えを今に伝えています。
■所在地：大間野町1-100-4
∫生涯学習課☎963-9315

市保存民家｢大間野町旧中村家住宅｣
国登録有形文化財へ

大間野町旧中村家住宅の主屋

大間野町旧中村家住宅の土蔵

みたけしゃ


